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平成２９年第２回安堵町議会定例会会議録 

（１日目） 

 

日時 平成２９年６月６日（火）午前１０時 

場所 安堵町役場 議場 

 

１ 応招議員 １０名 

 １番 増井 敬史  ２番 淺野  勉 

 ３番 大星 成司  ４番 森田  瞳 

 ５番 島田 正芳  ６番 中本 幸一 

 ７番 植田 英和  ８番 岡田 裕明 

 ９番 田中 幹男 １０番 福井 保夫 

 

２ 出席議員 １０名 

 

３ 欠席議員 なし 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

町 長 西本 安博 副 町 長 北田 秀章 

教 育 長 楮山 素伸   

総 務 部 門 理 事 近藤 善敬 民 生 部 門 理 事 堀口 善友 

事 業 部 門 理 事 中野 彰宏   

総 合 政 策 課 長 富井 文枝 総 務 課 長 吉村 良昭 

税 務 課 長 吉田 彰宏 住 民 課 長 辻井 弘至 

健 康 福 祉 課 長 岡田眞地子 人権同和対策課長 長岡  康 

産 業 建 設 課 長 堀川 雅央 上 下 水 道 課 長 石橋 史生 

教 育 次 長 吉田 一弘 
会 計 管 理 者

職 務 代 理 
西田 淳二 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  富士 青美    書記  成瀬 ひかる 
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６ 会議事件は次のとおりである。 

 日 程 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 報告第 １号 平成２８年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 第 ４ 報告第 ２号 平成２８年度安堵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

 第 ５ 報告第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町国民健康

保険特別会計補正予算（補正第１号）について 

 第 ６ 報告第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町住宅新築

資金等貸付事業特別会計補正予算（補正第１号）について） 

 第 ７ 議案第 １号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第 ８ 議案第 ２号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第 ９ 議案第 ３号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１０ 議案第 ４号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１１ 議案第 ５号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１２ 議案第 ６号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１３ 議案第 ７号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１４ 議案第 ８号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１５ 議案第 ９号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１６ 議案第１０号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１７ 議案第１１号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１８ 議案第１２号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１９ 議案第１３号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第２０ 議案第１４号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第２１ 議案第１５号 安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第２２ 議案第１６号 安堵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 第２３ 議案第１７号 安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例

の一部を改正する条例について 

 第２４ 議案第１８号 平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第１号）について 

 第２５ 議案第１９号 平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第２号）に

ついて 
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開 会 

午前１０時００分 

 

 

議長（森田 瞳） おはようございます。ただいまから、平成２９年第２回安堵町議会定例会を開会

いたします。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  西本町長より、招集の挨拶をお受けいたします。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 皆さん、おはようございます。 

  初夏の爽やかな風の中、朝夕の涼しさは大変心地よく感じられる今日この頃でございま

す。しかし、既に真夏日となった日も多く、今年の夏の暑さが思いやられるところでもござ

います。そのような折、平成２９年第２回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

おかれましては公私ともお忙しい中、御出席を賜りありがとうございます。 

  さて、本年は奈良県で「第３２回国民文化祭・なら２０１７」と「第１７回全国障害者

芸術・文化祭なら大会」は、全国で初めて同時開催されます。このたび、開催１００日前を

記念し、５月２８日に「国文祭・障文蔡なら２０１７」１００日前イベントが開催され、本

番に向けての盛り上がりを実感しているところでございます。本年５月からの本番では、安

堵町の歴史・文化・自然、そして郷土が輩出した偉人の功績を称え、安堵町の魅力を県内外

に発信してまいりたいと考えております。加えまして来年は、明治１５０年の日本国として

節目の記念すべき年です。大和の小さな村、すなわち我々の安堵村に関わる人々が明治維新

の先駆けとして活躍し、倒幕への第一歩を踏み出しました。その後、安堵町が輩出した偉人

の方々の知の系譜が日本の近代化に大きく貢献し、近代日本の発展の礎となったことは大変

意義深いものがございます。従いまして、国・県が行う記念行事に安堵町は積極的に関わ

り、町の知名度アップを行い、地方創生の大きな柱として取り組んでまいる所存でございま

すので、議員の皆様方の御指導、御協力をお願いいたします。 
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  それでは、本日提案させていただきます案件でございますが、平成２８年度繰越明許費

繰越計算書についての報告が２件、平成２９年度補正予算の専決処分が２件、そして人事案

件が１６件、条例の一部改正案件が１件、平成２９年度補正予算が２件の合計２３件でござ

います。議員の皆様に御審議いただく前に、順を追って案件の概略を申し述べます。 

  報告第１号は、１２月及び３月定例会において承認いただきました一般会計の４事業の

繰越明許費について、繰越額が確定したため平成２８年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計

算書を報告するものでございます。 

  報告第２号は、これにつきましても３月定例会において承認をいただきました下水道事

業の繰越明許費について、繰越額が確定したため平成２８年度安堵町下水道事業特別会計繰

越明許費繰越計算書を報告するものでございます。 

  報告第３号は、前年度歳入を補填する目的で繰上充用金をもって財政処理を行うため、

専決処分いたしました平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）を

報告するものでございます。 

  次に、報告第４号はこれにつきましても、前年度歳入を補填する目的で繰上充用金をも

って財政処理を行うため、専決処分をいたしました。平成２９年度安堵町住宅新築資金等貸

付事業特別会計補正予算（補正第１号）を報告するものでございます。 

  次に、議案第１号から議案第１５号は「安堵町農業委員会委員の任命について」でござ

います。現行の安堵町農業委員会委員が、平成２９年７月１９日をもって任期満了となりま

すので、農業委員会等に関する法律第８条第１項に基づき、新たに委員１５名を任命するこ

とについて議会の同意を求めるものでございます。 

  次に、議案第１６号は「安堵町固定資産評価審査委員会委員の選任について」でござい

ます。委員であった西埜順一氏が、平成２９年４月２６日付で一身上の都合により辞職願を

提出されたため、地方税法第４２３条第３項に基づき後任の委員を選任することについて、

議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第１７号は、平成２９年４月１日より施行されます子ども・子育て支援法施行令の

一部を改正する政令に対応するため、安堵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所使

用料徴収条例の一部を改正する条例でございます。これにつきましては、低所得者等の経済

負担の軽減を図るため、使用料の見直しを行うものでございます。 

  次に、議案第１８号は「平成２９年安堵町一般会計補正予算（補正第１号）について」

でございます。国の平成２８年度第２次補正予算に計上された、地方創生拠点整備交付金の

対象事業に決定いたしました、カルチャーセンター活動拠点整備事業及び地域交流拠点整備

事業の経費、オブジェ案山子のモニュメント設置工事費のうち、３分の１に相当する費用の

負担及び安堵中央公園体育館のシャワー改修費の増額補正でございます。 
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  次に、報告第１９号は「平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第２

号）について」でございます。奈良県国民健康保険団体連合会への事業報告システムの改修

に係る経費の増額補正でございます。 

  以上、簡単に説明をいたしましたが、詳細はその都度担当課長より説明をさせますの

で、御審議、御承認、御可決を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましての御挨拶

とさせていただきます。 

  以上でございます。 

 

（西本町長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） 町長の挨拶が終わりました。 

  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程に従い、進めてまいります。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、安堵町議会会議規則第１２０条の規定により、６番中本

幸一議員、７番植田英和議員を議員に指名いたします。両議員には、会期中よろしくお願い

いたします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第２「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１６日までの１１日間にしたいと思います。 

  御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から１６日までの１１日間とすることに決定いたしま

した。 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（森田 瞳） 日程第３ 報告第１号「平成２８年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いて」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） おはようございます。総合政策課、富井でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

  それでは、報告第１号「平成２８年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書について」

御説明させていただきます。 

  １２月及び３月定例議会におきまして、平成２８年度から平成２９年度への繰越明許費

について御承認いただきました４事業につきまして、地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定により、繰越計算書を調製し、議会に御報告するものでございます。 

  それでは、２枚目「平成２８年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書」を御覧くださ

い。 

  繰越事業につきましては、交流の場を提供し、経済対策にも期待できる多目的機能を持

った拠点整備の用地の取得及び整備に係る経費のための地域交流館事業、社会保障税番号制

度による個人番号カード発行委任事務負担金、消費税増税に伴う低所得者への負担の影響を

緩和する目的の臨時福祉給付金事業、中学校のトイレ改修工事のための中学校大規模改造事

業でございます。 

  それでは、財源内訳について御説明させていただきます。 

  款２総務費、項１総務管理費、事業名「地域交流館整備事業」、金額は議会におきまし

て御承認いただきました、翌年度に繰越して使用できる限度額でございますが、７千９１万

円。うち、土地購入につきましては執行済みでございますが、敷地の造成等につきまして、

翌年度の作業となるため、翌年度繰越額１千万円を翌年度に繰越、全額一般財源をもって充

てさせていただきます。 
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  次に、同款、項３戸籍住民基本台帳費、事業名「個人番号カード発行委任事務負担

金」、金額５８万９千円、翌年度繰越額５８万９千円を全額、未収入特定財源、国庫支出金

をもって充てさせていただきます。 

  款３民生費、項１社会福祉費、事業名は「臨時福祉給付金事業」、金額３千９万６千

円、翌年度繰越額同額の３千９万６千円全額を未収入特定財源、国庫支出金３千９万６千円

をもって充てさせていただきます。 

  款９教育費、項１教育総務費、事業名「中学校大規模改造事業」、金額３千７８４万４

千円、翌年度繰越額同額の３千７８４万４千円で、財源内訳といたしまして、未収入特定財

源、国庫支出金１千１７８万２千円、町債２千３２０万円、残り２８６万２千円を一般財源

をもって充てさせていただきます。 

  合計、金額１億３千９４３万９千円、翌年度繰越額７千８５２万９千円。 

  財源内訳、未収入特定財源、国庫支出金４千２４６万４千円、町債２千３２０万円、残

り１千２８６万２千円を、一般財源をもって充てさせていただきます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 

 

  報告第１号 

 平成２８年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に基づき、平

成２８年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。 

 

  平成２９年６月６日報告 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 以上でございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（富井総合政策課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 
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（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  以上で報告第１号を終結します。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第４ 報告第２号「平成２８年度安堵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

上下水道課長（石橋史生） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、石橋上下水道課長。 

 

（石橋上下水道課長 登壇） 

 

上下水道課長（石橋史生） 改めまして、おはようございます。上下水道課、石橋でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、報告第２号「平成２８年度安堵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

について」御説明させていただきます。 

  本件につきましては、３月定例会におきまして御承認をいただきました、平成２８年度

安堵町下水道事業特別会計繰越明許費につきまして、地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定により、繰越計算書を調製し、本議会におきまして報告を行うものでございます。 

  内容といたしましては、県の流域下水道事業建設負担金の繰越明許費に係る歳出予算の

経費の内訳等でございます。 

  それでは、２ページ、繰越計算書をお願いいたします。 

  平成２８年度安堵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書。 

  款１下水道事業費、項２下水道建設費、事業名「大和川上流流域下水道建設負担金」、

金額１７０万円、翌年度繰越額１７０万円。 

  この財源内訳といたしまして、町債が１７０万円でございます。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 
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  報告第２号 

 平成２８年度安堵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に基づき、平

成２８年度安堵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。 

 

  平成２９年６月６日報告 

安堵町長 西本 安博 

 

 

上下水道課長（石橋史生） 以上、御報告させていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（石橋上下水道課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  以上で、報告第２号を終結します。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第５ 報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安

堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）について）」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（辻井弘至） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、辻井住民課長。 
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（辻井住民課長 登壇） 

 

住民課長（辻井弘至） おはようございます。住民課の辻井です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町国

民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）について）」説明をさせていただきます。 

  本補正におきましては、平成２８年度国民健康保険特別会計決算において９千３５８万

９千円の不足が生じましたので、地方自治法施行令第１６６条の２の規定により、平成２９

年度国民健康保険特別会計において、前年度繰上充用金として同額の９千３５８万９千円の

増額補正を行うものでございます。 

  また、平成２８年度会計の出納閉鎖までにこれを行わなければならず、地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、平成２９年５月３１日の専決処分とさせていただき、同条第

３項の規定により、報告するものでございます。 

  それでは、詳細につきまして補正予算書により説明をさせていただきます。 

  補正予算書７ページを御覧ください。 

  歳出の部。款１１前年度繰上充用金、項１前年度繰上充用金、目１前年度繰上充用金で

９千３５８万９千円の増額。これは、平成２８年度国民健康保険特別会計の実質収支の補て

ん分でございます。この財源といたしまして、１ページ戻っていただきまして６ページをお

願いいたします。 

  歳入の部。款８諸収入、項１雑入、目１歳入欠かん補てん収入をもって全額を充てさせ

ていただきます。それでは、議案書を朗読させていただきます。 

 

 

  報告第３号 

 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計

補正予算（補正第１号））について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）を別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。 

 

  平成２９年６月６日報告 

安堵町長 西本 安博 
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住民課長（辻井弘至） 次のページ、お願いいたします。 

 

 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）を別紙のとおり専決処分す

る。 

 

  平成２９年５月３１日専決 

安堵町長 西本 安博 

 

 

住民課長（辻井弘至） それでは、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 

 

平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号） 

 

  平成２９年安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９３，５８９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２４５，９８９千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年５月３１日専決 

生駒郡安堵町長 西本 安博 

 

 

住民課長（辻井弘至） 続いて、次のページ、第一表をお願いいたします。 

  第一表歳入歳出予算補正。歳入の部でございます。款８諸収入、項１雑入、補正前の額

７４６千円、補正額９３，５８９千円、計９４，３３５千円。 
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  歳入合計。補正前の額１，１５２，４００千円、補正額９３，５８９千円、合計額１，

２４５，９８９千円でございます。 

  次のページ、３ページの歳出の部でございます。 

  款１１前年度繰上充用金、項１前年度繰上充用金、補正前の額０円、補正額９３，５８

９千円、計９３，５８９千円。 

  歳出合計。補正前の額１，１５２，４００千円、補正額９３，５８９千円、計１，２４

５，９８９千円でございます。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割

愛させていただきます。 

  御審議、御承認のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（辻井住民課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、採決いたします。 

  これより、報告第３号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案を、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第３号は原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（森田 瞳） 日程第６ 報告第４号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安

堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（補正第１号）について）」を議題としま

す。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

人権同和対策課長（長岡 康） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、長岡人権同和対策課長。 

 

（長岡人権同和対策課長 登壇） 

 

人権同和対策課長（長岡 康） おはようございます。人権同和対策課、長岡です。よろしくお願い

します。 

  それでは、報告第４号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（補正第１号）について）」説明させていただきま

す。 

  本補正につきましては、平成２８年度におきまして資金等の改修には鋭意努力をいたし

ておりましたが、歳入欠かんが生じたため、地方自治法施行令第１６６条の２の規定によ

り、平成２９年度予算に繰上充用金として予算計上をするものでございます。なお、出納閉

鎖期間が５月３１日となっていることにより、専決処分とさせていただきました。明細につ

きましては、補正予算書により説明させていただきます。 

  補正予算書７ページをお願いいたします。 

  歳出、款３前年度繰上充用金、項１前年度繰上充用金、目前年度繰上充用金で、平成２

８年度を補充するための費用２千４２３万９千円の増額補正でございます。この財源といた

しましては、６ページに戻っていただきまして、歳入、款諸収入、項雑入、目歳入欠かん補

てん収入を充てさせていただいています。 

  それでは、報告書を朗読させていただきます。報告書。 

 

 

  報告第４号 

 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（補正第１号）について） 
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  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（補正第１号）を別紙のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。 

 

  平成２９年６月６日報告 

安堵町長 西本 安博 

 

 

人権同和対策課長（長岡 康） 次のページをお願いします。 

 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（補正第１号）を別紙のとおり専

決処分する。 

 

  平成２９年５月３１日専決 

安堵町長 西本 安博 

 

 

人権同和対策課長（長岡 康） 補正予算書の１ページをお願いします。 

 

平成２９年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（補正第１号） 

 

  平成２９年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（補正第１号）は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２４，２３９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５，５８９千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年５月３１日専決 

生駒郡安堵町長 西本 安博 
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人権同和対策課長（長岡 康） ２ページをお願いします。 

  「第一表歳入歳出予算補正」を朗読します。 

  歳入、款諸収入、項雑入、補正前の金額０円、補正額２４，２３９千円、計２４，２３

９千円。 

  歳入合計といたしまして、補正前の額１，３５０千円、補正額２４，２３９千円、歳入

合計が２５，５８９千円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

  歳出、款３前年度繰上充用金、項１前年度繰上充用金、補正前の額、補正額２４，２３

９千円。 

  歳出合計といたしまして、補正前の額１，３５０千円、補正額２４，２３９千円、歳出

合計２５，５８９千円。 

  なお、次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほど説明させていただきまし

たので省略させていただきます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（長岡人権同和対策課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより報告第４号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案を原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第４号は原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（森田 瞳） 次の日程第７ 議案第１号から日程第２１ 議案第１５号までは、いずれも「安

堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」でございます。一括議題にし

たいと思います。御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、日程第７ 議案第１号から日程第２１ 議案第１５号までを一括議題といたし

ます。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉村良昭） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、吉村総務課長。 

 

（吉村総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉村良昭） おはようございます。総務課、吉村でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、議案第１号から議案第１５号までを一括で御説明させていただきます。 

  議案第１号「安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」を御説明

申し上げます。 

  本件は、安堵町農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日で満了となりますので、

農業委員会等に関する法律の改正に基づき、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

によりまして農業委員会の委員として任命いたしたく、議会の同意をお願いするものでござ

います。なお、任期につきましては、平成２９年７月２０日から平成３２年７月１９日まで

の３年でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 
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  議案第１号 

安堵町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

  下記の者を安堵町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  平成２９年６月６日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

記 

 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 寺田 誠司 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 以下、議案第１５号まで議案書の本文が同文でございますので、本文を省略

させていただき、本文の記以下の住所、氏名、生年月日を朗読させていただきます。 

  まず。 

 

  議案第２号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 松本 正弘 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第３号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 平山 亘 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 
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総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第４号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 岡田 和之 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第５号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 松田 勝 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第６号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 乾 昭宏 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第７号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 荘司 光弘 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 
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総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第８号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 井上 雄三 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第９号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 川口 貢 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第１０号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 増井 彰 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第１１号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 松村 良雄 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 
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総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第１２号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 西埜 順一 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第１３号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 奥 信一 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第１４号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 島田 好 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次に。 

 

  議案第１５号 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 佃田 佳照 

   ■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

総務課長（吉村良昭） 以上でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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（吉村総務課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより、議案第１号から議案第１５号まで一括して質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  それでは、本件は人事案件でございます。討論を省略し、議案ごとに採決します。この

採決は、起立によって行います。 

  これより、議案第１号を採決します。本案を、原案のとおり決定することに賛成の方

は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第２号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第２号は原案のとおりに可決されました。 

  これより、議案第３号を採決します。 

  本案を原案とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第４号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第４号は原案のとおりに可決されました。 

  これより、議案第５号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第５号は原案のとおりに可決されました。 

  これより、議案第６号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第７号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第８号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第９号を採決します。 
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  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第１０号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第１１号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第１２号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第１３号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 
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  よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第１４号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

  これより、議案第１５号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

  ただいま、１０時４２分です。１１時まで休憩いたします。 

 

 

 

休 憩（午前１０時４２分） 

再 開（午前１１時００分） 

 

 

 

議長（森田 瞳） 休憩に続いて、再開いたします。 

  日程第２２ 議案第１６号「安堵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉村良昭） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、吉村総務課長。 
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（吉村総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉村良昭） 総務課の吉村でございます。よろしくお願いします。 

  それでは、議案第１６号「安堵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて」を、御説明申し上げます。 

  安堵町固定資産評価審査委員会委員は、３名おられます。そのうちの西埜順一委員から

平成２９年４月２６日に辞職願が提出されました。委員の後任といたしまして、■■在住の

藤岡博氏を選任いたしたく、提案するものでございます。 

  藤岡氏は■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、資産についての

知識も豊富なことから、適任者として地方税法第４２３条第３項の規定に基づき議会の同意

をお願いするものでございます。なお、任期につきましては、可決の日から西埜委員の残任

期間であります平成３１年３月２９日まででございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 

 

  議案第１６号 

安堵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

  下記の者を安堵町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  平成２９年６月６日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

記 

 

住所 ■■■■■■■■■■■■■■ 

氏名 藤岡 博 

   ■■■■■■■■■■生（■■歳） 

 

 

総務課長（吉村良昭） 以上でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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（吉村総務課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  本件は、人事案件でございます。討論を省略し、採決いたします。 

  これより、議案第１６号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第２３ 議案第１７号「安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

所使用料徴収条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

  本案についての提案の理由を求めます。 

 

住民課長（辻井弘至） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、辻井住民課長。 

 

（辻井住民課長 登壇） 

 

住民課長（辻井弘至） 住民課の辻井です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第１７号「安堵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴

収条例の一部を改正する条例について」御説明をさせていただきます。 
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  本改正につきましては、平成２８年度から国の施策として幼児教育の段階的無償化が進

められており、今年度においても、子ども・子育て支援法施行令が平成２９年３月３１日に

一部改正されたことに伴い、当町におきましても、安堵町特定教育保育施設及び地域型保育

事業所使用料徴収条例の所要な改正を行うものでございます。 

  それでは、詳細につきましては新旧対照表により御説明をさせていただきます。 

  新旧対照表１ページ、２ページでございます。 

  まず、新旧対照表別表１につきましては、１号認定者、幼稚園の利用者についての表で

ございます。 

  階層区分といたしましては、第１から第８階層区分で、今回第３及び第４―１、第４―

２階層区分の使用料徴収額を改めるものでございます。 

  １ページの第３階層でございますが、現行３歳児、４歳児の母子父子・障害等の世帯、

現行３千８００円を改正後２千４００円に。 

  続いて、その下の第４―１及び第４―２、階層区分３歳児、４歳児以上の母子父子・障

害等世帯の現行６千６００円を改正後２千４００円に。 

  その下、一般世帯の３歳児、４歳児以上の場合、現行１万３千３００円を改正後１万１

千２００円に改めるものでございます。 

  続いて、２ページでございますが、２ページの下段において、２の下線部でございます

が、改正後「２階層と認定された世帯、母子父子・障害等世帯を除くにあっては、最年長の

特定被監護者等から順に２人目以降は０円とし、第３階層」を記載させていただきました。 

  次に、新旧対照表４ページをお願いいたします。 

  別表２につきましては、保育が必要と認定した２号、３号の認定者についての表でござ

います。１号認定者と同様、第３及び第４―１、第４―２階層区分の使用料徴収額を改める

ものでございます。 

  第３階層区分の４ページ、第３階層区分の保育標準時間認定の３歳未満の母子父子・障

害等世帯の場合、現行８千４００円を改正後７千２００円に。 

  ３歳児、４歳児以上の父子母子・障害等世帯の場合、現行７千円を改正後４千８００円

に。 

  保育短時間認定の３歳児未満の母子父子・障害等の世帯の場合、現行８千３００円を改

正後７千１００円に。 

  ３歳児、４歳児以上の母子父子・障害等世帯の場合、現行６千９００円を改正後４千７

００円に。 

  その下、第４―１及び第４―２、階層区分保育標準時間認定の３歳未満児の母子父子・

障害等世帯の場合、現行１万３千６００円を改正後７千２００円に。 
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  ３歳児、４歳児以上の母子父子・障害等の世帯の場合、現行１万２千３００円を改正後

４千８００円に。 

  第４―１及び第４―２、階層区分の保育短時間認定の３歳未満の母子父子・障害等世帯

の場合、現行１万３千４００円を改正後７千１００円に。 

  ３歳児、４歳児以上の母子父子・障害等世帯の場合、現行１万２千１００円を改正後４

千７００円に改めるものでございます。 

  また、別表２につきましても、別表１の下段２で記載をしました同文を記載させていた

だいております。 

  なお、附則につきまして、適用を平成２９年４月１日とさせていただきます。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

 

 

  議案第１７号 

安堵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所使用料 

徴収条例の一部を改正する条例について 

 

  安堵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり提出する。 

 

  平成２９年６月６日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

 

住民課長（辻井弘至） 次のページ以降の本文につきましては、先ほどの説明と重複しますので割愛

させていただきます。 

  御審議、御可決のほどよろしくお願いいたします。 

 

（辻井住民課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） ただいま議題となっております議案第１７号につきましては、先般５月３１日の

議会運営委員会において協議いたしました結果、詳しく説明を受けて審査する必要があるも

のと思われるため、文教厚生常任委員会に付託する旨、決定されております。 
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  会議規則第３６条第１項の規定により、文教厚生常任委員会に付託することに御異議ご

ざいませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、本件については、文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

  田中委員長、よろしくお願いいたします。 

 

９番（田中幹男） はい、了解しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第２４ 議案第１８号「平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第１

号）について」を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、富井総合政策課長。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課、富井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第１８号「平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第１号）につい

て」御説明させていただきます。 

  本補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億４千３４４万１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億４千３４４万１千円といたします。 

  補正理由につきましては、一つ目といたしまして、人口減少社会に対応し地域コミュニ

ティの情勢を図るとともに、経済対策にも期待できるものとして交流の間を提供し、多目的

に利用できる機能を持った拠点整備事業に係る必要経費を増額補正するものでございます。 
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  二つ目といたしましては、カルチャーセンターの１階大ホール空調設備、和室及び２階

調理室の改修工事を含む、カルチャーセンター活動拠点整備事業に係る必要経費を増額補正

するものでございます。 

  両施設とも平成２８年８月が閣議決定されました未来への投資を実現する経済対策を受

けて、第二次補正予算に計上された地域経済に効果的な多目的施設の整備と運営を目的とし

た、地方創生拠点整備交付金がこのたび採択されましたので、本議会に上程し予算補正をお

願いするものでございます。 

  三つ目といたしまして、オブジェ案山子制作・展示事業実行委員会において、計画して

おりますモニュメント建設事業において、企業から支援を取り付けられましたので町として

も本事業に協力するため、係る経費の増額補正でございます。 

  四つ目といたしましては、安堵中央体育館のシャワー設備の修繕に係る必要経費を増額

するものでございます。 

  それでは、補正予算書８ページを御覧ください。 

  歳出についてでございます。款２総務費、項１総務管理費、目８地方創生拠点整備事業

費におきまして、施設を活用した教室、セミナー、イベント等を経費として講師報償費２０

万円。 

  諸経費として、需要費１１０万円、役務費１１万円、設計管理業務委託、イベント委

託、登記等業務委託経費として９９４万８千円。 

  カルチャーセンター及び地域交流拠点施設設備工事費として１億２千９３万９千円、 

  備品購入費として５１０万円、 

  給水負担金として５９万４千円、 

  計１億３千７９９万１千円の増額補正で、この財源といたしまして２分の１国庫補助、

残り地方債と繰越金を充てさせていただきます。 

  次に、款６商工費、項１商工観光費、目２観光費におきまして、モニュメント設置工事

のうち３分の１に相当する４００万円の負担金の増額補正でございます。この財源といたし

まして、繰越金を充てさせていただきます。 

  次に、９ページを御覧ください。 

  款９教育費、項６保健体育費、目２体育施設管理費におきまして、シャワー設備の修繕

に係る経費として燃料費を含め１４５万円の増額補正でございます。この財源といたしまし

ては、繰越金を充てさせていただきます。 

  次に、補正予算書７ページへお戻りください。歳入についてでございます。 

  款１３国庫支出金、項２国庫補助金、目５総務費国庫補助金、地方創生拠点整備交付金

として５千６５４万４千円の増額補正でございます。 



31 

 

  次に、款１７繰越金、項１繰越金、目１繰越金におきまして、繰越金として３千９９９

万７千円の増額補正でございます。 

  次に、款１９町債、項１町債、目４総務債におきまして、一般補助施設整備等事業債と

して４千６９０万円の増額補正でございます。従いまして、４ページをお願いいたします。 

  「第二表 地方債補正」を御覧ください。 

  一般補助施設整備等事業の限度額を４千６９０万円といたします。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 

 

  議案第１８号 

平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第１号）について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第１号）を別紙のとおり提出する。 

 

  平成２９年６月６日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

総合政策課長（富井文枝） 続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 

  議案第１８号 

平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第１号） 

 

  平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第１号）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１４３，４４１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３４３，４４１千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債補正） 

 第２条 地方債の追加は「第二表 地方債補正」による。 

  平成２９年６月６日提出 

生駒郡安堵町長 西本 安博 
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総合政策課長（富井文枝） 補正予算書２ページをお願いいたします。 

  第一表 歳入歳出予算補正。歳入の部。款１３国庫支出金、項２国庫補助金、補正前の

額５７，７８３千円、補正額５６，５４４千円、計１１４，３２７千円。 

  款１７繰越金、項１繰越金、補正前の額１３５，２４０千円、補正額３９，９９７千

円、計１７５，２３７千円。 

  款１９町債、項１町債、補正前の額１３６，６００千円、補正額４６，９００千円、計

１８３，５００千円。 

  歳入合計、補正前の額３，２００，０００千円、補正額１４３，４４１千円、計３，３

４３，４４１千円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

  歳出の部。款２総務費、項１総務管理費、補正前の額４８９，４２９千円、補正額１３

７，９９１千円、計６２７，４２０千円。 

  款６商工費、項１商工観光費、補正前の額７，７７６千円、補正額４，０００千円、計

１１，７７６千円。 

  款９教育費、項６保健体育費、補正前の額２５，８３４千円、補正額１，４５０千円、

計２７，２８４千円。 

  歳出合計、補正前の額３，２００，０００千円、補正額１４３，４４１千円、計３，３

４３，４４１千円。 

  次のページ以降の「第二表 地方債補正」並びに事項別明細書につきましては、先ほど

の説明と重複いたしますので割愛をさせていただきます。 

  以上でございます。 

  御審議、御可決のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（富井総合政策課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより質疑を行います。 

  質疑、ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論、ございませんか。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１８号を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第２５ 議案第１９号「平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算

（補正第２号）について」を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（辻井弘至） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、辻井住民課長。 

 

（辻井住民課長 登壇） 

 

住民課長（辻井弘至） 住民課の辻井です。どうぞよろしくお願いします。 

  それでは、議案第１９号「平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第

２号）について」御説明をさせていただきます。 

  本補正につきましては、国民健康保険制度の改正により平成３０年度に県と市町村との

共同運営が開始されるに当たり、奈良県国保連合会との連携を図るための事務処理システム

の改修が必要となります。この改修に要する経費として、３２万４千円を増額補正するもの

でございます。この費用については、全額国庫負担となる見込みですので、財源については

国庫支出金を充てさせていただきます。 

  それでは、詳細につきまして補正予算書により説明させていただきます。 

  補正予算書７ページをお願いいたします。 
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  歳出の部、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費で３２万４千円の増額。これ

は、奈良県国保連合会と市町村とのシステム連携を図るための改修費用でございます。 

  この財源といたしまして、１ページ戻っていただきまして、６ページの歳入の部でござ

います。款２国庫支出金、項２国庫補助金、目３国民健康保険制度関係事務準備事業費補助

金をもって全額充てさせていただきます。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

 

 

  議案第１９号 

平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第２号）について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第２号）を別紙のとおり提出する。 

 

  平成２９年６月６日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

 

住民課長（辻井弘至） 続いて、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 

  議案第１９号 

平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第２号） 

 

 平成２９年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第２号）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出の予算の総額に、歳入歳出それぞれ３２４千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１，２４６，３１３千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年６月６日 

生駒郡安堵町長 西本 安博 
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住民課長（辻井弘至） それでは、「第一表 歳入歳出予算補正」、歳入の部、２ページを御覧くだ

さい。 

  款２国庫支出金、項２国庫補助金、補正前の額７９，７１８千円、補正額３２４千円、

計８０，０４２千円。 

  歳入合計、補正前の額１，２４５，９８９千円、補正額３２４千円、計１，２４６，３

１３千円。 

  次のページ、３ページ、歳出の部でございます。 

  款１総務費、項１総務管理費、補正前の額５，３３４千円、補正額３２４千円、計５，

６５８千円。 

  歳出合計、補正前の額１，２４５，９８９千円、補正額３２４千円、計１，２４６，３

１３千円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割

愛させていただきます。 

  どうぞ、御審議、御可決のほどよろしくお願いします。 

 

（辻井住民課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより質疑を行います。 

  質疑、ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１９号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 
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長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第１９号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 先ほど、休憩中に御審議賜りました災害時における議会としての対応、これは奈

良県内でも議会の方の議員、各議員、いろいろ本町、各村で災害時の議会としての対応をど

うすればいいかという内容のことを、非常に協議されておる昨今でございます。それの一環

といたしまして、私どもの方、先ほどの、去る６月９日の文教厚生常任委員会の中で、この

辺の内容を一つ再度検討していこうかということでお謀りをしておりましたけれども、総務

産業常任委員会の方でも、この問題も合同で検討してはどうかという意見もございました。

そういったことで、その６月９日の文教厚生常任委員会の終了後、全員協議会を開催いたし

まして、この問題について、安堵町、特に避難所の開設等のですね、再確認、この意味で、

例えば日赤の、安堵ですね、そして消防団、そして防犯・防災の皆様方、議会、区長会等々

ですね、対象とした講演会を招致したい。そうしたことで、担当部局として、説明員とし

て、この全員協議会に招致して、御相談していきたいなとかように思いますけれども、そう

いう形で、全員協議会でもって検討するということで、皆さん方よろしゅうございますか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） そういうことで、決定をさせていただきたいと思いますので、６月９日、文教厚

生常任委員会の終了後において、この全員協議会を持ちたいとかように思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  次の本会議は、６月１６日午前１０時開会でございます。 

  本日はこれで散会いたします。 

  お疲れでした。 

 

 

散 会 

午前１１時３１分 

 


